
 
 

行 政 改 革 の 推 進 に 向 け た 

外部有識者による公開ヒアリング 

 
年 月 日 平成２５年１０月２５日（金） 

時   間 １６：３５～１７：００ 

項   目 昨年度のヒアリング対象項目の現状報告等 

 

 

 
 

愛  知  県 





愛 知 県 の 行 財 政 改 革 の 取 組 状 況 
 

○ 本県では、昭和６０年以降、累次の行革大綱のもとで、積極的に行政改革に取り組んできた。 

特に、戦後初の赤字決算となった平成１０年度に策定した第三次行革大綱（平成１１年度～）以降は、継続的に行革大綱を見直し

ながら取組を進めてきた。 
○ そのような中、平成２０年後半からの急速な景気後退などの状況の変化を踏まえ、未曾有の危機的状況に直面する県財政の健全化、

分権・協働型社会を先導する県庁づくり、組織の能力や活力の維持向上などの重要課題に対応していくため、平成２２年２月に第五

次行革大綱を策定した。 

○ さらに、税収の大幅な回復が見込めないなど、本県の厳しい財政状況は深刻化し長期化するものと見込まれることから、第五次行

革大綱を深掘りして、これまで以上に徹底した行革に取り組んでいくこととし、平成２３年１２月に「行革大綱に係る重点改革プロ

グラム」を公表した。 

〔参考〕 第三次行革大綱（平成 11 年度）以降の主な実績 

 

 

 

 

 
 
 

 
11～16 年度 

(第三次行革大綱・ 

改訂第三次行革大綱) 

17～21 年度 
(あいち行革大綱２００５) 

22～25 年度 
(第五次行革大綱) 

〈 〉は 25 年度当初 
11～25 年度 累計 

職員定数 

(知事部局等・教育事務部門)
1,584 人削減 1,331 人削減 484 人削減〈46 人〉 

3,399 人削減  
〔10.4.1 現在 14,756 人→25.4.1 現在：10,851 人(△3,905 人)〕  
（※定数条例の改正数。大学法人など外部移管等による減分を含む。） 

公の施設 45 施設廃止等 23 施設廃止等 23 施設廃止等 
91 施設廃止等 

〔10.4.1 現在 153 施設→25.4.1 現在：74施設〕（※新設等 12施設） 

県関係団体 16 団体削減 1 団体削減 1 団体削減 
18 団体削減 

〔10.4.1 現在 37 団体→25.4.1 現在：19 団体〕 

行革効果額 3,524 億円 1,273 億円 1,178 億円 5,975 億円 ⇒ 約 6,000 億円 

  第五次行革大綱の取組による行革効果額 
平成 11～25 年度までの累計 

約 6,000 億円 

（単位：億円） 

 H22 H23 H24 H25 計 

１ 自主財源の確保（未利用財産の適正な処分など）  26  35 18 20  99 

２ 施策の見直し、事務事業の工夫・改善 548 123 116 74 861 

内

訳

廃止・縮減による歳出削減 (202) ( 90) (102) (59) (453)

事務事業の廃止・縮減等に伴う人員の見直しなど ( 43) ( 33) ( 14) (15) (105)

投資的経費の縮減 (303) － － － (303)

３ 給与等の適正管理（給与制度の適正化など）  96  32 12 78 218 

計 670 190 146 172 1,178 

１



平成２４年度  行政改革の推進に向けた外部有識者による公開ヒアリングの概要 

１ 目的 

事業仕分けの手法を取り入れた外部有識者による公開ヒアリングを開催し、行政改革の推進に資する提言を得るとともに、行政改

革に対する県民の皆様の理解を深めていただく。 

２ 実施概要                                   ３ 対象項目一覧 

日 時 
平成 24 年 10 月 26 日（金） 午後 4時 30 分～午後 8時  

27 日（土） 午前 9時 30 分～午後 4時 25 分  

場 所 愛知県自治センター12 階 会議室Ｅ 

実 施 者 

コーディネーター（司会者） 
○加藤 義人 氏（三菱UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 政策研究事業本部名古屋本部 副本部長）

質問者 
 

傍 聴 等 傍聴201人＋動画中継視聴398人＝延べ599人（1項目あたり平均100人） 

対 象 

項 目 
行革大綱に係る重点改革項目プログラムにおいて平成 24 年度中に結論等
を出すこととしている項目を中心とする 6項目 

氏 名  
※五十音順 

役 職 等 参加日
26 日 27 日 

大矢知 哲也 氏 公認会計士・不動産鑑定士 ○ ○ 
面 高  俊 文 氏 元㈱デンソーユニティサービス 代表取締役社長 ○  
加藤あつこ 氏 ㈱ボンタイン珈琲本社 代表取締役副社長  ○ 
川上   敦子 氏 弁護士 ○ ○ 
後藤   澄江 氏 日本福祉大学 社会福祉学部教授 ○  
中丸   忠 氏 三重大学 経営戦略室長 総括監 ○ ○ 
山本   幸司 氏 名古屋工業大学 名誉教授  ○ 
山谷   清志 氏 同志社大学 政策学部教授 ○ ○前半のみ

実施日 ヒアリング対象項目 

10 月 

26 日（金）

①岡崎総合運動場の見直し 
≪重点改革プログラム№10≫ 

②遺児手当支給費の見直し 
≪新規改革項目≫ 

10 月 

27 日（土） 

③陶磁資料館への指定管理者制

度の導入などによる活性化 
≪重点改革プログラム№2≫ 

④土地開発公社の見直し 
≪重点改革プログラム№32－1≫ 

⑤児童・生徒・青少年を対象と

した宿泊等施設の利用拡大 
≪重点改革プログラム№9・16≫ 

⑥農林公社の見直し 
≪重点改革プログラム№31≫ 

 
２



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目①  岡崎総合運動場の見直し ≪重点改革プログラム№10≫ 

 
 

２.プログラムを具体化する見直しの方向性

 

４．現在の主な取組状況 

○ 施設の移管について、利用状況

のアンケート結果などを踏まえ、

地元（岡崎市）と引き続き協議を

進める。 

○ 全面的に地元移管出来ない場合

は、県有施設としての役割等があ

る施設を県営により一部存続を

検討する。 

○ 平成 23 年度に実施した利用者の実態を把握するための利用者アンケ

ートで、一般スポーツ団体の利用において約 77％が、個人利用におい

て約 93％が岡崎市民の利用であることが確認できたこと、周辺地域に

類似施設が多数あること、地域のスポーツ振興の先導的役割である県

有施設としての存置の意義が薄れていることから、地元の岡崎市と移

管に向けて、積極的に協議を進めている。 

○ 地元移管が受け入れられなかった場合の対応を含め、早期に結論を

得られるよう施設のあり方を検討していく。 

 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

○ 岡崎総合運動場については、平

成23年度中に利用状況などを分析

し、県民等の意見も踏まえた上で、

施設の地元移管を含めて、そのあ

り方を検討し、平成 24 年度前半ま

でに結論を出す。 

【１票】妥当 
【５票】再検討が必要 

（３票）取組をスピードアップすべき

（２票）現状認識、課題認識を見直す

べき 
（１票）取組内容を明確にすべき 
（１票）取組内容に新たな視点を加え

るべき 

○議論を更にスピードアップすべき。 
○期限を決めて岡崎市と交渉すべき。 
○魅力的な資産に強化してから地元

移管するか、廃止して別利用を考え

るなど課題認識を見直すべき。 

３



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目②  遺児手当支給費の見直し ≪新規改革項目≫ 

 

１．見直しの背景  ３．判定結果 主な提言 

○ 平成 25 年度を目途に、国におい

てひとり親家庭に対する支援施策

のあり方の検討が予定されている

ことから、それに合わせて、本制度

のあり方を検討する。 

【５票】再検討が必要 

（４票）取組内容を明確にすべき 
（２票）現状認識、課題認識を見直すべき 
（１票）取組内容に新たな視点を加えるべき

（１票）その他 
【１票】判断ができない 

○国、県、市町村という枠組み

を意識しすぎている。愛知県

として、主体的に見直しを検

討していくべき。 
 

２．見直しの方向性 

 

４．現在の主な取組状況 

○ 国では、新たな制度による児童

手当や今後見直すとしている児童

扶養手当など経済的支援策を実施

するとともに、就労による自立支

援策を推進している中、本県単独

の現金給付である遺児手当制度の

あり方や就労支援について検討す

る。 

（平成 26 年度新制度開始） 

○ 本制度のあり方について、ひとり親等家庭の実態や、社会状況（物
価指数等）から、支給対象者、支給単価等について検討し、次の点に
ついて平成 25 年 4 月 1 日から見直しを行った。 

 ・支給対象者について、死亡等による遺族には、基礎年金が支給され、
経済的には比較的恵まれていることから、低所得者への経済的援助
という制度の趣旨を鑑みて検討した結果、公的年金受給者を支給対
象から除外した。 

 ・支給単価について、物価指数が下落しているにもかかわらず、長期
間にわたり据え置かれていたため、国の物価スライド制を参考に
3.9％減額した。 
（月額） 

   

※ 国のひとり親家庭に対する支援施策のあり方については、現時点で
はまだ最終案が示されていないが、大きな制度改正はなく、現在の
支援策を推進する方向となっており、今後の動向を注視していく。 

４

１～３年目 4,500 円 → 4,350 円
４～５年目 2,250 円 → 2,175 円



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目③  陶磁資料館への指定管理者制度の導入などによる活性化 ≪重点改革プログラム№2≫ 

 

２．プログラムを具体化する見直しの方向性 

 

４．現在の主な取組状況 

○ 平成 23 年度に有識者から意見聴取
を行い、これを参考としながら、賑わ
いがあり親しみのある施設を目指し
て様々な取組を実施する。 

○ 指定管理者制度について、業務包括
化による経費削減効果及び陶磁資料
館の敷地等を活用した集客力向上の
ための事業実施可能性について、民間
企業からヒアリングを行い、導入の可
否を検討する。 

○ 平成 25 年 6 月 1 日の開館 35 周年に合わせ、県民により親しまれる魅力
ある施設を目指し、「愛知県陶磁美術館」に名称変更し、あわせて施設の
愛称（セラミアム）及びマスコットキャラクター（とうじっち）の使用を
開始している。 

○ 民間活用方策の洗い出しを行い、新たな館の魅力を引き出す民間のアイ
デアや活力を導入した方策等を検討し、企業の社会責任による活動である
ＣＳＲ活動の誘致や、リニモ周辺施設との連携事業の実施、ホームページ
のリニューアルなどの取組を、順次、実施した。 

○ 平成 24 年度の年間入館者数は約 10 万 3千人を達成。 

○ 指定管理者制度の導入について、早期に結論が得られるよう施設管理業
務を中心に導入効果を検討中。 

 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

○ 開館 35 周年（平成 25 年）に合わせ、
我が国有数の陶磁専門施設にふさわ
しい名称に変更する。 

○ 新たな館の魅力を引き出す民間の
アイデアや活力を導入した方策等を
検討し、平成 24 年度から実施する。

○ 施設管理業務を中心とした指定管
理者制度の導入効果及び可能性を平
成 24 年度までに検討する。 

 

【１票】妥当 
【５票】再検討が必要 
（３票）取組内容に新たな視点を加え

るべき 
（２票）取組内容を明確にすべき 
（２票）取組をスピードアップすべき

（１票）現状認識、課題認識を見直す

べき 
（１票）その他 

○事業とシステムを明確にして、大胆な改
革を視野に入れ、来館者のニーズをしっ
かりと把握して検討を進めるべき。 

○指定管理者制度について具体的進展が
見えていない。 

○コンセプトが時代に応じて明確になっ
ているかを踏まえて検討するべき。 

○指定管理者制度ありきの議論になって
いるのではないか。 

５



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目④  土地開発公社の見直し ≪重点改革プログラム№32-1≫ 

 

２.プログラムを具体化する見直しの方向性  ４．現在の主な取組状況 

○ 今後の事業規模、国のプロジェ

クト事業等への対応、保有土地処

分（県等による買い戻し）を見極

めつつ、固有職員の処遇に十分配

慮のうえ、他団体との統合も視野

に入れ、公社のスリム化を図る。

 

 

○ 平成 25 年 1 月 31 日に「愛知県土地開発公社のあり方に関する方針 

＜今後の方向性＞」を公表。 

○ 今後は、公表した方向性に沿って、事業規模、国のプロジェクト事業等への

対応、保有土地の処分（県再取得）を見極めつつ、固有職員の処遇にも配慮の

うえ、他団体との統合も視野に入れ、公社のスリム化を図る。 

■平成 25 年 1 月 31 日に公表した「今後の方向性」の概要 

検討課題項目 個別の対応方向 

(1)県用地先行取得のあり方と公社運営の効率化 安定的な用地確保と他団体統合等によるスリム化 

(2)国のプロジェクト事業等に対する協力体制 県内事業の推進と積極的・継続的な協力体制の確保 

(3)公社保有土地の計画的削減 実効性ある再取得計画の策定と適正な再取得費の
措置 

(4)事業規模の変動に応じた公社組織のスリム化と
固有職員の処遇 

役員削減、固有職員の退職不補充の継続実施と他団
体等への転籍 

(5)用地取得の専門組織、交渉ノウハウの有効活用 受託事業による人材活用 
  

 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

○ 公社保有土地の計画的削減や、
今後の用地取得の体制等につい
て検討を進め、公社スリム化の観
点から、平成 24 年度を目途に、
今後の公社のあり方に関する方
向付けを示す。 

【１票】妥当
【５票】再検討が必要 
（５票）取組内容を明確にすべき 
（１票）取組内容に新たな視点を加える

べき 
（１票）取組をスピードアップすべき 

○現段階で具体的な検討内容が見え
てこない。今後、具体策を明確にす
る材料が必要。 

○公社のスリム化がイコール統合や
人員削減ということなら、議論の矮
小化になるので留意が必要。 

６



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目⑤  児童・生徒・青少年を対象とした宿泊等施設の利用拡大 ≪重点改革プログラム№9≫ 

【野外教育センター】 

 
 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

【野外教育センター】 
○ 平成 24 年度に施設の利用率が低い期間の利用率向

上策を試行し、平成 25 年度までに地元移管又は廃止等

を視野にあり方を検討し結論を出す。 
 

【２票】妥当 
【３票】再検討が必要 
（２票）取組内容に新たな視点を

加えるべき 
（１票）現状認識、課題認識を見

直すべき 
（１票）取組内容を明確にすべき

○潜在需要予測をしっかりと行

い、利用拡大策を検討すべき。 
○野外教育センターについては、

少なくとも冬季は閉めるべきで

はないか。 
○目標・工程を具体化し、取り組

み内容を明確にすべき。 

２．プログラムを具体化する見直しの方向性  ４．現在の主な取組状況 

【野外教育センター】 
○ 閑散期の利用拡大を図るため、豊かな自然に恵まれた

施設の特性を活かした自主事業等を行う。 
○ 新たな利用団体を開拓するために新しい利用形態な

どを示した利用促進活動を行う。 
○ 冬場における新たな利用促進（学習合宿等）のため、

暖房設備の充実について検討する。 
 

【野外教育センター】 
○ 平成 24 年度には新たな冬季利用向上策として、「研

修・合宿応援プラン」を実施し、閑散期宿泊者数が前

年度に比して約 1.5 倍（約 300 人増）に増加した。 
○ 広報・営業活動を進めるとともに、開設 40 周年記

念事業を開催し、施設のＰＲと利用促進を図った。 
○ 施設のあり方について、結論が得られるよう検討

中。 
７



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目⑤  児童・生徒・青少年を対象とした宿泊等施設の利用拡大 ≪重点改革プログラム№16≫ 

【青年の家・美浜少年自然の家・旭高原少年自然の家】 

 
 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

【青年の家】 
○ 平成 27 年度に宿泊利用者数を 13％以上増加（対 21 年度比）

【美浜少年自然の家】 
○ 平成 27 年度に宿泊利用者数を 8％以上増加（対 21 年度比）

【旭高原少年自然の家】 
○平成 27 年度に宿泊利用者数を 54,200 人確保 

【２票】妥当
【３票】再検討が必要 
（２票）取組内容に新たな視

点を加えるべき 
（１票）現状認識、課題認識

を見直すべき 
（１票）取組内容を明確にす

べき 

○潜在需要予測をしっかりと行
い、利用拡大策を検討すべき。 

○目標・工程を具体化し、取り組
み内容を明確にすべき。 

２．プログラムを具体化する見直しの方向性  ４．現在の主な取組状況 

【青年の家】 

○ 閑散期の利用拡大を図るため、大学や青少年団体の利用が多
いという施設の特色を活かした自主事業を行う。 

○ 特に指定管理者がＮＰＯ法人であることや都市型施設を活か
した利用促進活動を実施する。 

【美浜少年自然の家】 

○ 閑散期の利用拡大を図るため、海浜型の施設である特性を活
かした自主事業を行う。 

○ 新たな利用団体を開拓するため、地元団体等との協働による
利用促進活動を実施する。 

【旭高原少年自然の家】 

○ 閑散期の利用拡大を図るため、高原型の施設である特性を活
かした自主事業を行う。 

○ 新たな利用団体を開拓するため、地元団体等との協働による
利用促進活動を実施する。 

【青年の家・美浜少年自然の家・旭高原少年自然の家】 

○各施設の特色・特性を活かした利用拡大策を展開した。 
・利用者や時代のニーズに合わせた新たな自主事業を企画

（防災キャンプ、小学校低学年向けキャンプ、旬の山の

幸を食べよう 等） 
・あいち産業振興機構などの協力で企業の社員研修の誘致

のためのＰＲ活動などを行い、新規利用団体を掘り起こ

し 

・延べ宿泊利用者数の対前年同時期比較は、3 施設合計で 

2,231 人増。 
＜平成 25 年 8 月現在＞ 
（青年：937 人、美浜：1,317 人、旭：△23 人） 

８



平成２４年度ヒアリング対象項目の現状報告 

対象項目⑥  農林公社の見直し ≪重点改革プログラム№31≫ 

 

 

２．プログラムを具体化する見直しの方向性  ４．現在の主な取組状況 

○ 重点改革プログラムに沿った抜本的
改革として、当該事業を廃止し、他県
の取組を参考としながら公社の法的整
理を検討する。 

○ 事業廃止後、農地の利用集積は、貸
借を中心に担い手農家の経営規模拡大
を図っていく。分収林契約は基本的に
県が引き継ぐ方向で検討する。 

○ 債務処理に当たっては、平成 25 年度
を発行期限とする「第三セクター等改
革推進債」を活用する。 

○ 平成 25 年 2 月に民事再生による法的整理の手続を開始し、同年 8 

月に名古屋地方裁判所の再生計画認可決定が確定し、債務を整理し

た。 

【民事再生の基本方針】 

・農地保有合理化事業は廃止（平成 25 年度末） 

・分収造林事業は基本的に県が承継（平成 27 年度末） 

・再生期間は分収林契約の契約者との調整期間を考慮し 3年 

○ 分収造林事業については、平成 25 年 6月から 7月に地区説明会を

開催して債務整理の概要及び今後の分収林契約の取扱いについて説

明を行うなど、県への承継準備を進めている。 

 

１．重点改革プログラム要旨  ３．判定結果 主な提言 

○ 農地保有合理化事業は、国、県の差
損補助を活用し、平成 24 年度までに全
ての保有農地の処分を目標とするとと
もに、事業を見直す。 

○ 分収造林事業は、平成 24 年度中に長
期収支見込を作成し、その結果を踏ま
えて公社の存廃を含めたあり方及び残
債務の一括処理策について、抜本的な
改革を検討する。 

【１票】妥当
【４票】再検討が必要 
 （２票）取組内容を明確にすべき 
 （２票）取組内容に新たな視点を

加えるべき 
 （１票）取組をスピードアップす

べき 
 （２票）その他 

○公社を廃止する際の問題点を早急
に検討するべき。 

○県の負うリスクが増えないように
将来展望を行うべき。 

○分収造林事業は将来の展望が期待
できないので、早急に結論を出すべ
き。 

○法的整理後の分収造林契約の継
続・破棄について明確にするべき。 

９


